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別紙１ 業務範囲区分表 

 

 

●：対象　○：対象外（別途発注）－：該当なし

焼却炉施設 脱水施設
汚泥

貯留施設

1 事前調査業務

2 各種申請、届出等の業務

3 設計業務（土木・建築・機械・建築設備）

4 設計業務（電気） ● ●※2 ●※2

5 土木・建築（新設） ● － ●

6 土木・建築（補強） － ●※3 －

7 機械設備

8 電気設備 ● ○ ○

9 建築設備（機械・電気） ● ○※4 ●

10 既設設備撤去（機械） ○ ● －

11 既設設備撤去（電気） ○ ○ －

12 各種申請、届出等の業務

13 試運転、性能試験

14 機械設備点検整備（法定点検等含む）

15 電気設備点検整備（法定点検等含む） ●※5 ○ ○

16 建築設備（機械・電気）点検整備

17 脱臭用吸着剤取替 ○※6 ○※6 ●

18 土木・建築補修業務

19 機械設備補修業務

20 電気設備補修業務

21 建築設備（機械・電気）補修業務

22 燃料、電気、薬品、水道 ○ ○ ○

23 機器類の定期交換部品（Vベルト等）

24 潤滑油類（交換用のオイル・グリース等）

25
建築設備に係る電気・監視及び計装機器に
必要な交換部品

26 消耗品類（珪砂等）

※1：本事業において設置した機械設備及び電気設備を対象とする。

※2：電気設備の機能増設機器仕様書の作成は発注者が行うため、対象外とする。

※3：脱水機棟の補強の必要が生じた場合は、対象範囲とする。

※4：受注者の提案により建築設備の移設や改築の必要が生じた場合は、対象範囲とする。

※5：点検整備業務で必要となる各点検（法定点検、定期点検、臨時点検、定期自主点検）、部品交換、

潤滑油類の交換、その他の消耗品類の取替、工場整備、据付・運転調整を含む。

※6：受注者の提案により新たに脱臭用吸着剤を使用する設備を設置した場合は、対象範囲とする。

※7：受注者の責により発生した補修は、対象範囲とする。

※8：珪砂、耐火材、熱媒、吸着剤、ろ材等の定期的に交換が必要となるものを対象範囲とする。

保全管理業務
○※7

○※7

○※7

○※7

点
検
整
備
業
務
※1

●※5

○

ユーティリ
ティー等の調達
管理業務

●

●

○

●※8

項目

設
計
建

設
業
務

設計業務

●

●

●

建設業務

●

●

●
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別紙２ リスク分担表 

リスク分担表（案）（１） 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

発注者 受注者 

共
通 

公募手続リスク 入札説明書及び付属書類の誤り、手続きに関するもの ○  

契約締結リスク 

受注者の帰責事由により、この契約が締結できないリスク

又は契約締結に時間を要するもの 
 ○ 

上記以外の事由により、この契約が締結できないリスク又

は契約締結に時間を要するもの 
○  

応募費用リスク 入札参加費用に関するもの  ○ 

住民対応リスク 

受注者の実施する業務の不備等、受注者の帰責事由に

よる地域住民の要望、訴訟等に関するもの 
 ○ 

上記以外の事由による地域住民の要望、訴訟等に関す

るもの 
○  

環境問題リスク 

受注者の実施する業務の不備等、受注者の帰責事由に

よる騒音・振動・地盤沈下・臭気等に関するもの 
 ○ 

上記以外の事由による騒音・振動・地盤沈下・臭気等に

関するもの 
◯  

第三者賠償リスク 

受注者の実施する業務の不備等、受注者の帰責事由に

より、第三者に及ぼした損害に関するもの 
 ○ 

上記以外の事由により、第三者に及ぼした損害に関する

もの 
○  

制度 

関連 

リスク 

法令 

変更 

リスク 

本事業の設計建設、点検整備業務に係わる法令の変

更・新設に関するもの 
○  

上記以外で、本事業のみならず広く一般的に適用される

法令の変更・新設に関するもの 
 ○ 

税制 

変更 

リスク 

消費税に関する変更又は受注者に課される税金の内、そ

の利益に課されるもの以外に関するもの 
○  

本事業に関する新税の成立や税率の変更の内、受注者

の費用増加が明らかで、受注者による増加抑制が不可能

なもの 

○  

受注者に課される税金の内、その利益に課されるもの  ○ 

許認可 

遅延 

リスク 

発注者の責による許認可取得の遅延に関するもの ◯  

建築確認等本事業で実施する調整や資料作成の遅延に

関するもの 
 ○ 

建設や点検整備業務にあたって、受注者が取得すべき

許認可の取得遅延等による費用の増加に関するもの 
 ○ 

国の 

交付金 

リスク 

受注者の帰責事由により、想定されていた交付金が交付

されない場合（返納の場合も含む）に関するもの 
 ○ 

上記以外の事由により、想定されていた交付金が交付さ

れない場合（返納の場合も含む）に関するもの 
○  
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リスク分担表（案）（２） 

 

  

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

発注者 受注者 

共

通 

経済 

リスク 

物価 

変動 

リスク 

設計建設期間中の物価変動に関するもの  
○ 

※1 

点検整備業務期間中の物価変動に関するもの  
○ 

※1 

債務 

不履行 

リスク 

本事業の

中止・延

期リスク 

受注者の帰責事由により、本事業を中止・延期する場合

に関するもの 
 ○ 

上記以外の事由により、本事業を中止・延期する場合に

関するもの 
○  

構成企業

等に関す

るリスク 

受注者の構成企業の業態悪化等の受注者側の債務不

履行に起因し、本事業の実施が困難となった場合に関す

るもの 

 ○ 

下請業者管理 

リスク 

受注者が締結する下請契約の管理、変更等に関するも

の 
 ○ 

設

計

段

階 

計画・ 

設計 

リスク 

測量 ・ 調

査リスク 

発注者が実施した測量・地質調査等に不備があった場合

に関するもの 
○  

受注者が実施した測量・地質調査等に不備があった場合

に関するもの 
 ○ 

設計 

リスク 

発注者が提示した設計に関する与条件又は要求水準の

内容に不備があった場合に関するもの 
○  

受注者が実施した設計に不備があった場合に関するもの  ○ 

設計 

変更 

リスク 

発注者の指示により要求水準を超える内容の設計変更を

行うことによる計画・設計の遅延や受注者の費用増加等

に関するもの 

○  

受注者の帰責事由によって設計変更したことによる計画・

設計の遅延や受注者の費用増加等に関するもの 
 ○ 

用地 

リスク 

用地の 

瑕疵 

リスク 

業務用地の土壌汚染（既存施設用地を含む）、埋蔵物等

による計画・設計変更又は受注者の費用増加等に関する

もの 

○  

地盤・ 

地質 

リスク 

発注者が提示した地盤・地質に関する情報からは予見不

可能と合理的に判断される現地盤・地質の状況により工

期や工法が影響を受ける場合に関するもの 

○  

不可抗力リスク 

（設計段階） 

成果物の引渡し前に、天災等※4（設計図書で基準を定

めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。）で発

注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの

により発生する試験等に供される業務の出来形部分、仮

設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に係る損害

に関するもの 

○ 

※2 
△ 

建

設

段

階 

着工遅延リスク 

受注者の帰責事由による着工遅延に関するもの  ○ 

上記以外の事由による着工遅延に関するもの ○  

工事費の増減リスク 

受注者の帰責事由による工事費の増加に関するもの  ○ 

発注者の指示や変更等、上記以外の事由による工事費

の増加に関するもの 
○  
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リスク分担表（案）（3） 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

発注者 受注者 

建

設

段

階 

完工遅延リスク 

受注者の帰責事由により、事業契約に規定される期日ま

でに完工しない場合に関するもの 
 ○ 

発注者の指示や変更等、上記以外の事由により、事業契

約に規定される期日までに完工しない場合に関するもの 
○  

要求水準未達等リスク 

受注者の帰責事由により、対象施設が要求水準書や事

業契約等に規定される性能を満たさない場合に関するも

の 

 ○ 

上記以外の事由により、対象施設が要求水準書や事業

契約等に規定される性能を満たさない場合に関するもの 
○  

工事監理リスク 

建築基準法に係る工事監理に関するもの  ○ 

工事現場管理に関するもの  ○ 

契約不適合責任リスク 

本事業における設計・建設業務の対象施設について、事

業契約書に規定される各々の契約不適合責任期間内に

発生する契約不適合に関するもの 

 ○ 

本事業における設計・建設業務の対象施設について、事

業契約書に規定される各々の契約不適合責任期間外に

発生する契約不適合に関するもの（不法行為責任の対象

となる契約不適合を除く） 

○  

不可抗力リスク 

（建設段階） 

工事目的物の引渡し前に、天災等※4（設計図書で基準

を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。）

で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができない

ものにより発生する工事目的物、仮設物又は工事現場に

搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に係る損害

に関するもの 

○ 

※2 
△ 

点

検

整

備

段

階 

処理対象物の変動リス

ク 

処理対象物の変動に伴う点検整備費の増加に関するも

の 
○  

施設に係る補修工事リ

スク 

点検整備の不備等、受注者の帰責事由により、必要とな

る設備の補修工事に関するもの 
 ○ 

上記以外の事由により、必要となる設備の補修工事に関

するもの 
○  

物品調達リスク 本事業で設置した設備に対する物品調達に関するもの  ○ 

施設損傷リスク 

本事業の対象施設の劣化・老朽化に対して受注者が適

切な点検整備を行わなかったことにより損傷した場合に関

するもの 

 ○ 

発注者の帰責事由により、本事業の対象施設が損傷した

場合に関するもの 
○  

受注者の帰責事由によらない事故や火災等により、本事

業の対象施設が損傷した場合に関するもの 

○ 

※3 
△ 
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リスク分担表（案）（4） 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

発注者 受注者 

点

検

整

備

段

階 

施設改修等リスク 

発注者の帰責事由により、本事業の対象施設の改修等が

必要となった場合に関するもの 
○  

要求水準の未達等、受注者の帰責事由により、本事業の

対象施設の改修が必要となった場合に関するもの 
 ○ 

運転管理費 

増大リスク 

受注者の点検整備の不備・変更等に関するもの  ○ 

受注者の帰責事由以外の要因により、運転管理費用が増

大した場合に関するもの 
○  

要求水準未達等リスク 

発注者の指示、提示条件の不備・変更に関するもの ○  

受注者の行う点検整備業務の内容が要求水準を満たさ

ない場合に関するもの 
 ○ 

業務内容変更リスク 発注者の指示等による点検整備業務の変更に関するもの ○  

契約不適合責任リスク 

本事業における点検整備業務の対象設備について、事業

契約書に規定される各々の契約不適合責任期間内に発

生する契約不適合に関するもの 

 ○ 

本事業における点検整備業務の対象設備について、事業

契約書に規定される各々の契約不適合責任期間外に発

生する契約不適合に関するもの（不法行為責任の対象と

なる契約不適合を除く） 

○  

不可抗力リスク 

（点検整備段階） 

業務期間中に、天災等※4（設計図書で基準を定めたも

のにあっては、当該基準を超えるものに限る。）で発注者と

受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより

発生する施設の損害リスクや業務の変更・中止に関するも

の 

○  

終

了

時 

施設の性能リスク 
業務期間終了時において、要求水準に示す本事業の対

象施設の性能の保持に関するもの 
 ○ 

引継ぎリスク 
業務期間終了時における本事業の対象施設の引継ぎに

関するもの 
 ○ 

終了手続リスク 

業務期間終了時の手続きに関する諸費用のうち、発注者

で負担すべきもの 
○  

上記以外の業務期間終了時の手続きに関する諸費用の

発生に関するもの 
 ○ 

 

【凡例】 ○：全ての負担若しくは主となる負担者、△：受注者の一部負担 

※1 原則受注者の負担とするが、変動が一定の基準に達した場合は双方協議を行い、負担額の調整を行う。 

※2 原則発注者の負担とするが、一定の割合までは受注者が負担する。 

※3 第三者による事故等の場合は、受注者の管理義務等の懈怠により発生した第三者による施設損傷リスク

は受注者のリスク分担とし、それ以外の第三者による施設損傷リスクは発注者のリスク分担とする。 

※4 天災等とは地震、洪水、戦争、テロリズム、疫病、その他通常の予想を超えた自然的もしくは人為的な事象

であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことが出来ないものが想定されるが、不可抗力に該当する

かどうかについては協議により決定するものとする。 
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別紙３ 対象施設の事業用地 

 



 

 

 

2
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別紙４ システムの基本フロー 

対象施設におけるシステムの基本フローを以下に示す。主要機器等については要求水準書に示す。 

 



 

 

 

2
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注１）本事業で設計建設する各設備等の構成・仕様・配置等は、事業者の提案によるものとする。 
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別紙５ 要求水準未達の場合の措置 

 

１． 設計建設業務に係る要求水準未達時の是正措置 

（１） 注意 

発注者は、この契約、入札説明書等、受注者提案及び受注者より提出された計画書等に従

って設計又は建設がなされていないと判断した場合、若しくは、発注者の定める報告等の取

り決めに従わない場合、受注者に対して書面により注意することができる。 

受注者は、発注者からの注意を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について発注者

と協議を行うとともに、是正対策、是正期限、再発防止策等を記載した業務是正計画書を発

注者に提出し、発注者の確認を得るものとする。 

発注者は、受注者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時の中間確認を行

い、業務是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認するものとする。 

（２） 是正指示 

発注者による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間･内容での是正が認められな

いと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に是正指示を行うとともに、再度、是正期限

の設定、業務是正計画書の提出請求、協議及び承諾並びに随時の中間確認による是正確認の

措置を行う。 

（３） 契約金額の減額、損害賠償の請求 

上記（１）、（２）の発注者による注意、是正指示及び受注者による業務是正を行う過程で、

発注者が再度の施工が困難あるいは合理的でないと認めた場合は、発注者は、受注者に対し

て契約金額の減額、損害賠償等の請求を行うことができる。 

（４） 契約解除 

発注者は、上記（２）の是正指示によって定めた是正期限までに業務是正計画書に沿った

期間・内容での是正が見込まれない場合は、契約を解除することができる。 

 

 

２． 点検整備業務に係る要求水準未達時の是正措置 

（１） 注意 

発注者は、受注者による業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、若しくは、発

注者の定める報告等の取り決めに従わない場合は、受注者に対して書面により注意すること

ができる。受注者は、発注者からの注意を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限につい

て発注者と協議を行うとともに、是正対策、是正期限、再発防止策等を記載した業務是正計

画書を発注者に提出し、発注者の確認を得るものとする。 

発注者は、受注者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、業務是正計画書に沿

った是正が行われたかどうかを確認するものとする。 

（２） 是正指示 

発注者による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間･内容での是正が認められな

いと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に是正指示を行うとともに、再度、是正期限

の設定、業務是正計画書の提出請求、協議及び承諾並びに是正確認の措置を行う。 

（３） 契約金額 B-１の支払停止及び再度の是正指示 

発注者による是正確認の結果、定めた是正期限までに業務是正計画書に沿った期間･内容

での是正が認められないと発注者が判断した場合、受注者に対する契約金額 B-1の支払いを

停止することができる。 

また、発注者は、再度の是正期限を定め、上記（２）に従った再度の是正指示を行う。 
 

なお、発注者は、支払停止となる事由が解消された場合には、支払い時期を変更し、受注

者に対して契約金額 B-１を支払うものとする。 
 

（４） 契約の解除等 

発注者は上記（３）の再度の是正指示の手続を取った後、定めた再度の是正期限までに是
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正効果が認められないと判断した場合、発注者がこの契約の継続を希望しない時には、この

契約を解除することができる。 
 

 

３． 点検整備業務に係る契約金額の減額等の措置 

（１） 契約金額の減額措置 

契約金額については、業務実施の状況により下表に示す減額等の措置を行うものとする。 

 

 減額等の事由 措置 該当期間 

ケース１ 

 焼却炉施設において、受注者の責

により要求水準書に示す処理性

能を満足しない場合 

 焼却炉施設において、受注者の責

により要求水準書に示す施設停

止可能日数の上限を超えた場合 

以下の 1）に 

従い減額・支払 

点検整備業務期間 

（全期間） 

ケース２ 
 業務期間終了時の施設健全度の

確保が不十分な場合 

以下の 2）に 

従い減額 

点検整備業務期間 

（最終年度のみ） 

 

1） 焼却炉施設において処理性能を満足しない又は施設停止可能日数の上限を超えた場合の措置（ケース１） 

受注者の帰責事由による上記ケース１の減額等の事由に記載の事象が発生した期間につ

いて、下式のとおり契約金額を減額するものとする。ただし、当該状態の発生について受注

者の責によらないと発注者が認めた場合はこの限りでないものとする。 

なお、受注者の帰責事由により脱水ケーキの場外処分が発生した場合は、場外搬出に必要

となったすべての費用は別途、受注者が負担するものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

2） 業務期間終了時の施設健全度の確保が不十分な場合（ケース２） 

点検整備業務期間において、業務期間終了時に全ての対象施設が通常の施設運営を行うこ

とができる機能を有し、かつ著しい損傷がない状態を確保するための取り組みが不十分であ

ったことが確認された場合、発注者は、以下のとおり処置を請求し、又は契約金額を減額す

るものとする。 

① 最終年度の点検整備・補修計画書に定めた業務内容を履行しなかった場合 

発注者と受注者の協議により決定した最終年度の点検整備・補修計画書に定めた業務内

容について、発注者の承諾なく12月末までに実施しなかった場合、未実施業務に係る契約

金額全額について、発注者の積算に基づき契約金額から減額を行うものとする。 

② 業務期間終了時の施設健全度が要求水準を下回っていた場合 

業務最終年度に実施される施設の健全度診断の結果、業務終了時の施設健全度が要求水

準を下回る場合、発注者が健全度を回復するために実施する補修業務等に要する費用につ

いて、発注者の積算に基づき受注者が負担するものとする。 

 

 
 

 

減額金額＝           ×                  

 

 

※：うるう年にあたる年度については 366日とする。 

当該年度の 

契約金額 

B-1 

ケース１の状態の延べ発生日数 

365日（※）－ 施設停止可能日数 
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（２） 契約金額 B-１の返還 

1） 虚偽の記載等 

契約金額 B-１支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、発注者への虚偽報告が判明

し、当該虚偽報告がなければ契約金額 B-１が減額される状態であった場合、受注者は、減額

されるべき契約金額 B-１に相当する額を返還しなければならない。 

この場合、当該減額されるべき契約金額 B-1を発注者が受注者に支払った日から、発注者

に返還する日までの日数につき、年３パーセントの割合で計算した額の違約金を付するもの

とする。 
 

 

４． 技術提案内容不履行時の措置 

技術提案内容の不履行が確認された場合は、発注者はその内容に応じて受注者に対して補

償を求めるものとする。 
 

 

以 上 


